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厚 生 労 働 省  

岐 阜 労 働 局 発 表                   

平成２１年１月２２日 

 

 

県内約１１０か所の建設現場を対象に一斉監督指導を実施 

－５５％の現場で労働安全衛生法違反が認められ、是正を勧告－ 

   

岐阜労働局（局長 藤井 龍一郎）では、平成２０年１２月の１か月間に、県内１１２か

所の建設工事現場に対し一斉監督指導を実施した。 

 その結果、１１２現場のうち、６２現場（５５．４％）において労働安全衛生法違反が認

められ、是正勧告等を行った。 

 

記 

 

１ 監督結果の概要 

（１）違反率は５５．４％（１１２現場中、違反６２現場） 

臨検監督を実施した建設工事現場は１１２現場であるが、このうち、６２現場（５５．

４％）において、労働災害防止のために必要な安全措置等が講じられていない等の違反が

認められた。平成１９年の結果（１２８現場中、違反６８現場、違反率５３．１％）と比

較すると、違反現場数の比率は若干高くなった。 

臨検監督を実施した工事現場を種類別にみると、建築工事が６０現場、土木・その他の

工事が５２現場であったが、違反が認められたのは、建築工事が３９現場（６５．０％）、

土木・その他の工事が２３現場（４４．２％）となっており、建築工事現場の違反率が高

くなっている。 

 

（グラフ１）監督指導件数 
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（表１）監督指導を実施した現場数及び違反率 

 現場数 違反現場数 違反率 
建築工事 ６０ ３９ ６５．０％ 

土木・その他工事 ５２ ２３ ４４．２％ 
合計 １１２ ６２ ５５．４％ 

 

（２）２３現場で墜落等防止のための安全義務違反 

主要な違反項目別でみると、 

   ① 元請事業者が行うべき災害防止協議会の設置・運営や関係請負事業者に対する管

理・指導義務違反が４０現場（違反率３５．７％）、 

② 「高所作業場所（高さ２メートル以上）への手すり未設置」等の墜落等防止のため

の安全措置義務違反が２３現場（同２０．５％）、 

③ 足場・通路等についての安全措置義務違反が１４現場（同１２．５％）の順となっ

ている。 

①、②、③の違反とも、違反率については、平成１９年の結果を下回っているものの、

死亡労働災害につながるおそれのある墜落等防止のための安全措置義務違反が、約２割の

現場で認められた。 

（グラフ２）主な違反件数 
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（グラフ３）平成１９年１２月に行った一斉監督との違反率の比較 
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（３）８現場で作業停止等命令処分 

   墜落・転落などのおそれのある危険箇所等について、急迫した危険がある場合には、労

働災害を防止する観点から作業停止命令等の行政処分を行うが、今回の一斉監督において

は、８現場（７．１％）に対し、作業停止命令又は立入禁止命令等を行った。 

    

   ◆作業停止等命令処分の具体的事例 

・ 足場の作業床に墜落防止用の手すりが一部設けられていなかったもの 

・ 屋根作業に従事する労働者に対して墜落防止措置が講じられていなかったもの 

・ 切断用木工機械の歯の部分に接触防止用の覆いがなかったもの 

 

２ 今後の方針 

（１）平成２０年における建設業の死亡労働災害（本日現在）は６人であり、昨年の同時期の

８人に比べ減少しているものの、全産業の死亡労働災害（２６人）の約２割を占めている。 
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（２）今回実施した一斉監督において、元請事業者の関係下請事業者に対する違反防止のため

の指導を行っていないことに関する違反や、死亡労働災害につながるおそれのある墜落等

防止措置等に係る違反が依然として認められたことから、県内７つの労働基準監督署にお

いては、今後においても労働災害防止対策の徹底を図るため、建設工事現場に対する監督

指導を強化し、悪質な法違反のケースについては、司法処分を含め、厳正に対処するとと

もに、建設業における安全衛生水準の向上を図るため、厚生労働省が示す「元方事業者に

よる建設現場安全管理指針」（建設業における労働災害の防止を図るため、建設現場におい

て元方事業者が実施することが望ましい安全管理の具体的手法を示したもの）及び、「建設

業労働安全衛生マネジメントシステム」（「計画－実施－評価－改善」という一連の過程を

定めて、連続的かつ継続的に実施する安全衛生管理に関する仕組み）等の普及・啓発によ

り一層努めることとしている。 

 


